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前回までの建設検討委員会の意見等に対する報告 
 

１． 第 10回建設検討委員会での質疑・意見 

第 10回建設検討委員会でいただいた質疑・意見への対応を表 1に示す。 

 

表 1 第 10回建設検討委員会でのご質問、ご意見 

No 質疑・意見 対応 

１ 【資料３概算事業費及び事業スケジュールに

ついて】 

鴻巣行田北本環境資源組合の計画時では、

各施設の財源内訳が示されていた。可能で

あれば各施設の財源内訳を示してほしい。 

基本計画素案 p.161に各財源構成のイメー

ジ図を示す。 

なお、交付対象・交付対象外の割合等は、現

段階における想定値であり、来年度以降の

事業者選定において変更の可能性がある。 

2 【資料３概算事業費及び事業スケジュールに

ついて】 

地元の要望、特にエネルギー利用の部分に

ついて、取りまとめた時点で早めに情報をい

ただきたい。 

別紙１に地元協議会からの「埼玉中部環境保

全組合新たなごみ処理施設等の建設に関す

る要望書」を、別紙２に「埼玉中部環境保全

組合新たなごみ処理施設等の建設に関する

要望書の検討結果について」を添付する。 

また、この内容に伴う修正点については、下

記３に示す。 

 

 

 

 

 

  

【資料１】 
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２． 第 4回建設検討委員会資料１の訂正 

①第4回建設検討委員会資料 1において、平成３０年度から令和４年度の過去 5年間の平均

値を用いて、可燃ごみ中に含まれるプラスチック類の割合及び排出量を示した（図 1）。 

②しかしながら、第４回資料では、割合は乾燥ごみベース（合成繊維のみ、「温室効果ガス排出

量算定・報告マニュアル(ver.4.9)（令和５年４月、環境省）」から湿潤ベースの値を使用）、

排出量は湿潤ごみベースとなっていたため、正しい数値が算出できていなかった。 

③正しい算定結果を図 2に示す。プラスチック類は乾燥ごみベースで3,338tと算定された。 

④なお、この訂正により、処理方式の二次選定における二酸化炭素排出量の数値に変更が生

じたが、選定結果に影響はなかった（基本計画素案 p.50～61）。 

 

図 1 可燃ごみの物理組成及び各排出量【第４回建設検討委員会資料１より一部追記して再掲】 

 

 

図 2 可燃ごみの物理組成及び各排出量（訂正） 
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３． 基本計画素案における建設検討委員会資料からの変更箇所について 

基本計画素案の作成にあたり、建設検討委員会資料に記載した内容から変更となった箇所

を表 2及び表 3に示す。 

 

表 2 建設検討委員会資料から基本計画素案への変更点（全体共通） 

No 変更点 概要 

1 余熱利用の

方針決定に

伴う記載の

変更 

p.85 図 3.19 余熱利用量（なしで試算）を削除した。 

p.86 エネルギー利用の基本方針 

p.87 新施設に求める役割・機能 

p.92 表 3.40 新施設における耐震安全性の目標のうち役割・機能 

p.101～102 表 3.45 及び表 3.46 新施設における環境学習・啓発

機能の導入方針 

p.143 表3.65 調整池等の備考（建設検討委員会第６回資料2表2） 

2 施設の名称 ・「可燃ごみ処理施設」→「可燃ごみ処理施設」または「エネルギー回収型

廃棄物処理施設」とし、処理方式決定後（p.63以降）は後者で記載。 

・「プラスチック類処理施設」→「プラスチック類資源化施設」※ 

・「剪定枝処理施設」→「剪定枝資源化施設」※ 

※建設検討委員会では中間答申から変更している。 

3 表記ゆれの

統一 

表記ゆれ統一のため、文言の軽微な変更を行った。 

4 図表のデザ

イン 

分かりやすさ及び計画全体での統一感を持たせるため、一部図表のデザ

インを変更した。 
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表 3 建設検討委員会資料から基本計画素案への変更点（ポイント） 

No 建設検討委員会資料（該当箇所） 基本計画素案（変更内容） 

１ 第 2回資料 1 表 17 

元素組成のうち、硫黄（S）と塩

（Cl） 

p.49 表 3.8 

数値が反対となっていたため、修正した。 

（誤）→（正） 

硫黄（S）：0.12％→0.03％ 

塩素（Cl）：0.03％→0.12％ 

２ 第 2回資料 3 図 1 

ごみ処理に係る温室効果ガス発

生プロセス 

p.75 図 3.13 

以下の方針決定に合わせて、図を一部変更した。 

・焼却（ストーカ式）に決定したこと 

・焼却灰等のセメント原料化を行うこと 

３ 第 2回資料 3 表 8 

脱炭素への貢献 

p.54 表 3.14 

文言を一部修正した。 

・焼却方式、ハイブリッド方式、ガス化溶融方式につ

いて 

「発電した電気は化石燃料の代替となる」→「発電し

た電気は化石燃料による発電の代替となる」 

・ハイブリッド方式について 

「焼却方式と比較すると、発電量は多くなり」 

→「焼却方式と比較すると発電量は多くなる場合も

あり」 

※導入する発電設備や運転方法により発電量が少

なくなる可能性もあるため。 

４ 第 2回資料 3 表 6及び表 8 

第 3回資料 1 表 5 

建設実績の調査範囲 

p.54 表 3.14 

施設規模の縮小を考慮し、調査対象範囲を 70t/日

～300t/日とした。一次選定結果への影響はあり

ません。 

５ 第２回資料 4 表 3及び表 5 

排ガスに係る法令等基準値 

悪臭、騒音、振動、排水に係る法

令等基準値 

p.70～71表 3.29及び表 3.30 

記載が抜けていたため、 

排ガス（硫黄酸化物（SOｘ））及び騒音・振動の関係

法令に「埼玉県生活環境保全条例」を追加した。 
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No 建設検討委員会資料（該当箇所） 基本計画素案（変更内容） 

６ 第２回資料４ 表 6及び表 7 

生活排水基準値 

p.72 表 3.31及び表 3.32 

法改正に伴い以下の基準値を修正した。 

六価クロム化合物の基準値 

「0.5mg/L」→「0.2mg/L」 

※令和 6年４月改正 

大腸菌数の名称及び基準値 

「大腸菌群数」→「大腸菌数」 

「3,000 個/cm3」→「800CFU(コロニー形成単

位)/mL」 

※令和 7年４月改正予定 

7 第２回資料４ p.7 

環境保全対策 

p.74 表 3.34 

・排ガス（大気）の処理方式に関する追記 

・排水の項目の追記 

8 第２回～第４回 

処理方式の選定 

p.50～61 

施設規模の変更（167t/日→147t/日）に伴い定量

評価の見直しを行った。総合評価の点数で以下の

変動があったが、選定結果「焼却（ストーカ式）の決

定」への影響はありません。 

・焼却（流動床式）100点→92点 

9 第４回資料 1 

可燃ごみ中に含まれるプラスチッ

ク類について 

p.58他 

処理方式の二次選定のうち「二酸化炭素排出量」の

評価において数値を再試算した。【本資料 p.2 参

照】 

p.78他 

二酸化炭素排出量の比較において、可燃ごみ中の

プラスチック類の燃焼に影響したため、再試算の方

法と同様に検討した。 

10 第５回資料３ 図２ 

可燃ごみ処理施設の余熱利用の

推移 

p.82 図 3.17 

令和４年度の最新データに差し替えた。 

11 第５回資料４ 表 2 

調整事項 

p.142 表 3.64 

その他の配置方針として以下を追加した。 

・緑地及び調整池については、必要に応じて多目的

に利用できる機能を持たせる 

・搬入車両に付着した汚れを敷地外へ持ち出さない

よう、洗車スペースを設ける 
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No 建設検討委員会資料（該当箇所） 基本計画素案（変更内容） 

12 第６回資料２別紙１ 

施設配置イメージ図 

p.145 図 3.37 

・車両動線の追記 

・ランプウェイの勾配を図に反映 

13 第８回資料 1 表 4 

環境学習・啓発機能の導入方針 

p.102 表 3.46 

地元協議会の結果を踏まえて、「緑地等を活用した

屋外施設」及び「会議室の多目的利用」の導入を検

討することとした。 

14 第８回資料２p.1の表 

廃棄物処理施設に求める役割・機

能の検討方針 

p.87 表 3.37 

構成市町及び地元協議会との調整を踏まえ、対応

方針を記載した。 

15 第８回資料２ 表 4 

新施設における耐震安全性の目

標 

p.92 表 3.40 

防災計画上の避難所としての役割は設定しないこ

ととした。 

16 第 9回資料 2  

第１０回資料 2 

VFMの算定条件 

p.151 表 4.4他 

建設検討委員会では、整備期間として４年間の場合

と５年間の場合の VFM をそれぞれ算定したが、評

価結果に影響がなかったことや現段階での整備ス

ケジュール案は４年間想定であることから、５年間

の結果は割愛した。 

17 第 9回資料 2  

第１０回資料 2 

VFMの算定条件 

p.151 表 4.4 

地方債金利の措置期間に誤りがあったため、修正し

た。 

「4年間」→「3年間」 

18 第９回資料３ 

エネルギー利用方針 

p.85～86 図 3.19 

地元協議会の結果を踏まえて、図 3.19及びエネル

ギー利用の基本方針を修正した。 

図 3.19→余熱利用量（なしで試算）を削除した。 

 

エネルギー利用の基本方針の２つ目 

「経済的かつ効率的な範囲で最大限の発電を行う」 

→「経済的かつ効率的な範囲で最大限の発電と売

電を行う」 

19 第１０回資料２ 表５ 

定性的評価の結果 

p.154～155 表 4.6及び表 4.7 

レイアウトの都合により、評価に大きな影響のない

一部の記載を割愛した。 
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No 建設検討委員会資料（該当箇所） 基本計画素案（変更内容） 

20 第１０回資料３ 表１及び図１ 

交付金及び地方債の概要 

財源構成イメージ 

p.160～161 表 4.11及び図 4.5～図 4.7 

建設検討委員会の意見を踏まえて追記した。【本資

料 p.1参照】 

 

以上 














